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○浜松市興行場法の施行に関する要綱 

 

 この要綱は、興行場法（昭和２３年法律第１３７号。以下「法」という。）、同法施行

規則（昭和２３年厚生省令第２９号）、浜松市興行場法施行条例（平成２４年浜松市条例

第８２号）及び浜松市興行場法施行細則（平成２４年浜松市規則第９６号。以下「細則」

という。）の施行について、必要な事項を定める。 

 

第１ 手続き 

 法及び細則に基づく申請又は届出を行う場合は、次に掲げる書類を提出又

は提示すること。 

(1) 法第２条第１項の規定による申請 

 ア 興行場営業許可申請書（様式１） 

（申請手数料は常設営業の場合２２,９００円、仮設営業の場合１１,３

００円） 

 イ 申請者が法人である場合にあっては、その法人の登記事項証明書 

 ウ 興行場の配置図及び平面図 

 エ 使用する土地又は建物が他人の所有の場合にあっては、貸借契約書の

写し又は承諾書 

 オ 興行場周辺の地図を提出されたい。 

(2) 法第２条の２第２項の規定による譲渡による承継の届出 

 ア 興行場営業承継届（譲渡）（様式２） 

 イ 届出者が法人である場合にあっては、その法人の登記事項証明書 

 ウ 譲渡を証する書類 

 エ 構造設備の概要を示す書類（様式１を準用） 

オ 興行場の配置図及び平面図 

カ 当該興行場の興行場営業許可書を提示すること（届出の際、許可書の

余白に「承継届出済」の旨、届出年月日及び承継した者の氏名（法人に

あっては名称及び代表者氏名）を記載し返却する。）。 

(3) 法第２条の２第２項の規定による相続による承継の届出 

 ア 興行場営業承継届（相続）（様式３） 

 イ 被相続人の全ての戸籍謄本（戸籍全部事項証明書）又は不動産登記規

則（平成１７年法務省令第１８号）第２４７条第５項の規定により交付

を受けた同条第１項に規定する法定相続情報一覧図の写し 

 ウ 相続人が２人以上いる場合は、承継すべき相続人以外全員の同意書

（様式例） 

(4) 法第２条の２第２項の規定による合併又は分割による承継の届出 
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 ア 興行場営業承継届（合併・分割）（様式４） 

 イ 合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割によ

り営業者の地位を承継した法人の登記事項証明書 

(5) 細則第７条第１項に規定する変更の届出 

 ア 興行場営業許可申請事項変更届（様式５） 

 イ 興行場の構造設備の変更の場合は、興行場の配置図及び平面図のうち

変更に係るもの 

 ウ その届出が法人の名称、代表者の氏名又は主たる事務所の所在地の変

更に係るものであるときは、その法人の登記事項証明書を提示するこ

と。 

(6) 細則第８条第１項に規定する停止又は廃止の届出 

 ア 興行場営業停止・廃止届（様式６） 

 

第２ 興行場営業の許可基準 

 法第２条第２項に規定する「興行場の設置の場所又はその構造設備が都道

府県（保健所を設置する市又は特別区にあっては、市又は特別区）の条例で

定める公衆衛生上必要な基準に適合しないと認めるとき」とは、次に掲げる

基準を満たしていないことをいう。ただし、隔壁等により外部と区画されて

いない部分については第５号に掲げる基準を、仮設の興行場については第５

号及び第６号に掲げる基準を満たしていないことをいう。 

(1) 床に防湿上有効な措置が講じられていること。 

(2) ねずみ及び衛生害虫の侵入を防止するための設備が設けられているこ

と。 

(3) 次の空気環境の基準に適合するように、適当な数の窓又は機械的換気装

置が設けられていること。 

 ア 炭酸ガスの含有率は、１００万分の１，５００以下であること。 

 イ 観覧室における浮遊粉じん量は、１立方メートルにつき０．２ミリグ

ラム以下であること。 

(4) 入場者が利用する場所には、次の照度の基準に適合する機能を有する照

明設備が設けられていること。 

 ア 床面から８０センチメートルの高さのすべての所が３０ルクス以上で

あること。 

 イ 観覧室にあっては、映写中又は演技中における客席の床面が０．２ル

クス以上であること。 

(5) 便所にあっては、次の要件が備えられていること。 

 ア 男子用と女子用とを区別して、適当な数が設けられていること。な
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お、「適当な数」とは、以下の内容を標準とすること。 

 (ｱ)男子用便器と女子用便器の数は、通常女性の方が長い時間が必要とな

る事実や興行場の業種、規模及び用途並びに男女別の利用者数などを考

慮し、それらを適切に反映したものとすること。特に混雑が予想される

施設においては、できる限り待ち時間の男女均等化が図られるよう努め

ること。 

 (ｲ) 男子用大便器は、小便器５個以内ごとに１個設けること。 

 (ｳ) 便器数の合計は、次の表の左欄の観覧室の大きさの区分に応じて、

右欄に定める数以上とすること。 

観覧室の床面積 便器数の合計 

300 ㎡以下 15 ㎡ごとに 1個 

301 ㎡以上 600 ㎡以下 20 個＋（床面積－300 ㎡）につき 20 ㎡ごと

に 1個 

601 ㎡以上 900 ㎡以下 35 個＋（床面積－600 ㎡）につき 30 ㎡ごと

に 1個 

901 ㎡以上 45 個＋（床面積－900 ㎡）につき 60 ㎡ごと

に 1個 

 イ 流水式手洗設備が設けられていること。 

(6) 喫煙を認める興行場にあっては、適当な数の喫煙所が設けられている

こと。なお、「適当な数」とは、観覧室がある階には少なくとも１箇所以

上であることを標準とすること。また、たばこの煙が喫煙所以外の場所に

流入しない構造であること。 

 

第３ 許可した旨の通知 

１ 許可の申請が保健所に到達した日から２０日以内（申請が保健所に到達

してから実地調査を行うまでの期間を除く。）にその処分を決定する。 

２ 営業者の地位の承継の相談を受けた際は、消防リーフレットを配布し、

相談者の同意を受け、当該施設の名称及び所在地を消防局予防課へ情報

提供する。 

３ 保健所長が法第２条第１項の規定による許可をしたときは、興行場営業

許可書（様式７。以下「許可書」という。）を、法第２条第２項の規定に

より許可を与えないときは様式８を交付する。なお、許可書の再交付は行

わない。 

４ 開設者が次に掲げる届出をした際、その旨を許可書に記載するよう求め

ることができる。 

(1) 細則第７条第１項に規定する変更の届出（許可書の記載事項の変更に

係る場合に限る。以下「変更届」という。） 

(2) 法第２条の２第２項の規定による承継のうち、相続、合併又は分割に
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よる届出（以下「承継届」という。） 

５ 保健所長は、前項の求めがあった場合、許可書の余白に次に掲げる内容

を記載しなければならない。 

(1) 変更届の場合 「許可申請事項変更届出済」の旨、届出年月日、変更

事項及びその内容 

(2) 承継届の場合 「承継届出済」の旨、届出年月日及び承継した者の氏

名（法人にあっては名称及び代表者氏名） 

 

第４ 変更の届出に関する留意事項 

 興行場の構造及び設備の変更のうち、所在地移転、建て替え、建物内での

移動及び全面的な改装の場合は、変更の届出によらず、新たに営業許可の申

請を行うものとする。 

 

第５ 興行場の衛生措置等 

 興行場の営業者は、法第３条第１項の規定に基づき次に掲げる措置を講じ

ること。ただし、隔壁等により外部と区画されていない部分については第１

号及び第３号から第５号までの規定、仮設の興行場については第３号の規定

は適用しない。 

(1) 定員を超える数の者を入場させないこと。 

(2) １日１回以上清掃し、常に清潔にすること。 

(3) ねずみ及び衛生害虫について、６箇月に１回以上定期的に点検し、駆

除すること。この場合において、当該点検及び駆除の記録は、点検の日か

ら３年以上保存すること。 

(4) 換気を十分に行うこと。 

(5) 入場者に喫煙所以外の場所において喫煙させないこと。 

(6) 入場者が興行場内を著しく不潔にし、その他公衆衛生に害を及ぼす虞

のある行為を行う場合、その行為を制止すること。 

 

第６ その他 

 興行場に必要な措置については、第５に掲げるもののほか、興行場法第２

条、第３条に係る構造設備等の準則について（昭和５９年環指第４２号、厚

生省環境衛生局長通知）に準じて講じること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

条例３(1) 

条例３(2) 

条例３(3) 

 

 

条例３(4) 

条例３(5) 

法４② 

 

 

 

 

 

 

 

   附 則 

 この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

   附 則 
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 この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、令和３年１月２８日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和５年１２月１３日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 
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申請手数料：     円 

様式１（第１関係） 

年  月  日 

 

 （あて先）浜松市保健所長 

 

申請者 

住  所  

  

氏  名  

  

生年月日      年  月  日生 

  

 

 

興行場営業許可申請書 

 

 興行場営業の許可を受けたいので、興行場法第２条第１項の規定により下記のとおり申請

します。 

記 

興 行 場 

名 称  

所 在 地  

電 話 番 号  

興 行 場 の 種 別  映画・演劇・音楽・スポーツ・演芸・観せ物 

常 設 又 は 仮 設 の 別  常設・仮設（興行期間：             ） 

 

法 人 に あ っ て は 
主たる事務所の所在地 

法人にあっては名称及び 
代 表 者 の 役 職 ・ 氏 名 

営 業 者 が 法 人 の 
場 合 は 記 入 不 要 
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構

造

設

備

の

概

要 

 

延 床 面 積 ㎡   

構

造

及

び

設

備

等 

床 の 材 質  

観 覧 室 （ 客 席 ） 

床 面 積 種 類 入場者の 定員 

㎡  人 

㎡  人 

㎡  人 

換 気 方 法 
□ 機械換気（換気装置     台） 

□ 自然換気 

便 所 

 便 器 の 数 流水式手洗設備 

  用 大  個、小  個 箇所 

  用 大  個、小  個 箇所 

喫 煙 所 □ 無  □ 有（   箇所） 

外 部 と 区 画 さ れ て 

い な い 部 分 
□ 無  □ 有（              ） 
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様式２（第１関係） 

年  月  日 

 

 （あて先）浜松市保健所長 

 

届出者 

住  所  

  

氏  名  

  

生年月日      年  月  日生 

  

 

 

興行場営業承継届（譲渡） 

 

 興行場営業の承継をしたので、興行場法第２条の２第２項の規定により下記のとおり 

届け出ます。 

記 

許 可 年 月 日 及 び 番 号      年  月  日・       第    号 

興 行 場 

名 称  

所 在 地  

興 行 場 の 種 類  

譲 渡 人 

氏 名 
(法人にあっては  

名称及び代表者の

役 職 ・ 氏 名 ) 

 

住 所  
(法人にあっては  

主 たる事務 所の   

所 在 地 ) 

 

譲 渡 年 月 日      年  月  日 

 

 

法 人 に あ っ て は 
主たる事務所の所在地 

法人にあっては名称及び 
代 表 者 の 役 職 ・ 氏 名 

営 業 者 が 法 人 の 
場 合 は 記 入 不 要 
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様式３（第１関係） 

年  月  日 

 

 （あて先）浜松市保健所長 

 

届出者 

住  所  

  

氏  名  

  

生年月日      年  月  日生 

  

被相続人からみた続柄   

 

 

興行場営業承継届（相続） 

 

 興行場営業の承継をしたので、興行場法第２条の２第２項の規定により下記のとおり 

届け出ます。 

 

記 

許 可 年 月 日 及 び 番 号      年  月  日・        第    号 

興 行 場 

名 称  

所 在 地  

興 行 場 の 種 別  

被相続人 

氏 名  

住 所  

相 続 開 始 年 月 日      年  月  日 
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様式例 

年  月  日 

 （あて先）浜松市保健所長 

 

    住所  

    氏名  

    被相続人との続柄   

 

    住所  

    氏名  

    被相続人との続柄   

 

    住所  

    氏名  

    被相続人との続柄 

※相続人として選定された者以外の相続人全員を記載すること。 

 

同意書 

 

 下記のとおり、興行場営業の営業者の地位を承継することを同意します。 

記 

興 行 場 

名 称  

所 在 地  

被 相 続 人 

氏 名  

住 所  

相続人として

選定された者 

氏 名  

住 所  
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様式４（第１関係） 

年  月  日 

 

 （あて先）浜松市保健所長 

 

届出者 

住  所  

  

氏  名  

  

 

 

興行場営業承継届（合併・分割） 

 

 興行場営業の承継をしたので、興行場法第２条の２第２項の規定により下記のとおり届け

出ます。 

 

記 

許 可 年 月 日 及 び 番 号     年  月  日・     第   号 

興 行 場 

名 称  

所 在 地  

興 行 場 の 種 別  

合併により消滅 

した法人又は 

分割前の法人 

名 称 及 び 

代 表 者 の 

役職・氏名 

 

主たる事務

所の所在地 
 

合 併 又 は 分 割 年 月 日      年  月  日 

 

法 人 の 主 た る 
事 務 所 の 所 在 地 

法 人 の 名 称 及 び 
代 表 者 の 役 職 ・ 氏 名 
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様式５（第１関係） 

年  月  日 

 

 （あて先）浜松市保健所長 

 

届出者 

住  所  

  

氏  名  

  

 

 

興行場営業許可申請事項変更届 

 

 興行場営業の許可申請事項を変更したので、浜松市興行場法施行細則第７条第１項の規定

により下記のとおり届け出ます。 

 

記 

許 可 年 月 日 及 び 番 号      年  月  日・       第    号 

興 行 場 

名 称  

所 在 地  

興 行 場 の 種 別  

変 更 事 項 変 更 前 変 更 後 

   

変 更 年 月 日      年  月  日 

 

法 人 の 主 た る 
事 務 所 の 所 在 地 

法 人 の 名 称 及 び 
代 表 者 の 役 職 ・ 氏 名 
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様式６（第１関係） 

年  月  日 

 

 （あて先）浜松市保健所長 

 

届出者 

住  所  

  

氏  名  

  

 

 

興行場営業停止・廃止届 

 

 興行場営業を停止・廃止したので、浜松市興行場法施行細則第８条の規定により下記の

とおり届け出ます。 

 

記 

許可年月日及び番号      年  月  日・       第   号 

興 行 場 

名 称  

所 在 地  

興 行 場 の 種 別  

停 止 予 定 期 間      年  月  日から     年  月  日まで 

停 止 の 理 由  

廃 止 年 月 日      年  月  日 

 

法 人 の 主 た る 
事 務 所 の 所 在 地 

法 人 の 名 称 及 び 
代 表 者 の 役 職 ・ 氏 名 
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様式７（第３関係） 

 

第     号 

年  月  日 

 

 住所（所在地） 

 氏名（名称及び代表者氏名） 様 

 

浜松市保健所長 氏名 印 

 

興行場営業許可書 

 

    年  月  日付け申請のあった興行場営業については、興行場法（昭和２３年

法律第１３７号）第２条第１項の規定により次のとおり許可します。 

 

記 

 

 １ 興行場の名称 

 

 ２ 興行場の所在地 

 

 ３ 興行場の種別 
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様式８（第３関係） 

第     号 

年  月  日 

 

 住所（所在地） 

 氏名（名称及び代表者氏名） 様 

 

浜松市保健所長 氏名 印 

 

興行場営業について（不許可） 

 

    年  月  日付け申請のあった興行場営業については、興行場法（昭和２３年

法律第１３７号）第２条第２項の規定により不許可とします。 

 

記 

 

 １ 興行場の名称 

 

 ２ 興行場の所在地 

 

 ３ 興行場の種別 

 

 ４ 不許可とする理由 

 

教示  

 １ この処分について不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から

起算して３ヵ月以内に、浜松市長に対して審査請求をすることができます。 

 ２ この処分については、審査請求のほか、この処分があったことを知った日の翌日か

ら起算して６か月以内に、浜松市を被告として（訴訟において浜松市を代表する者は

浜松市長となります。）、処分の取消しの訴えを提起することができます。 

   なお、審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知った

日の翌日から起算して６か月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができます。 

３ ただし、上記の期間が経過する前であっても、この処分があった日（審査請求をし

た場合にあっては、当該審査請求に対する裁決があった日）の翌日から起算して１年

を経過すると、正当な理由がない限り、審査請求をすること又は処分の取消しの訴え

を提起することができなくなります。 


